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安全研究・防災支援における

独立性、中立性、透明性、実効性

の確保について
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求められる役割

 「安全研究」の位置づけ

 「安全研究」実施体制に求められるもの

 「安全研究」実施体制の日米仏比較

独立性、中立性、透明性、実効性の確保
 組織の再編による独立性の強化

 外部有識者による中立性、透明性の確認

 実効性の確保：幅広い「安全研究」への対応(人材確保)
 ：幅広い「安全研究」への対応(施設)
 ：現実の原子力施設の課題への対応

 具体例(燃料安全研究)
課題のまとめ

参考：米国における共同研究

目 次



2第Ⅱ期中期目標

(1) 安全研究とその成果の活用による原子力安全規制行政に対する技術的支援

原子力安全規制行政を技術的に支援することにより、我が国の原子力の研究、開発及び利用の
安全の確保に寄与する。このため、原子力規制委員会の「原子力規制委員会における安全研究
について」等を踏まえ、同委員会及び規制行政機関からの技術的課題の提示又は要請等を受け
て、安全研究を行うとともに、これら規制行政機関の指針類や安全基準の整備等に貢献する。

また、関係行政機関等の要請を受け、原子力施設等の事故・故障の原因の究明等、安全の確保
に貢献する。

(2)原子力防災等に対する技術的支援

関係行政機関及び地方公共団体の原子力災害対策の強化に貢献するため、地方公共団体が設
置したオフサイトセンターの活動に対する協力や原子力緊急時支援・研修センターの運営により、
これら諸機関の活動を支援する。

(3)核不拡散政策に関する支援活動

我が国の核物質管理技術の向上、関係行政機関の核不拡散に関する政策を支援するため、以
下の活動を実施する。

・・・・・(以下省略)
(4)原子力安全規制等に対する技術的支援の業務の実効性、中立性及び透明性の確保

機構は、原子力安全規制、原子力防災、核不拡散等に対する技術的支援に係る業務を行うため
の組織を区分するとともに、外部有識者から成る審議会を設置し、その意見を尊重して業務を実
施することで、当該業務の実効性、中立性及び透明性を確保する。

（平成22～26年度）求められる役割

（追加部分）

(平成26年末変更予定案)
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安全研究は、安全規制活動の科学技術的基盤を確立し、安全規制活動の向上を目的として行
われる研究の総称である。（原子力の重点安全研究計画（第２期） H21．8 原子力安全委員会）

 安全研究の成果が安全規制活動等に適切に活用されるためには、その研究の実施形態やプ
ロセスが十分な中立性と透明性を保ち、信頼性の高いものであることが必要である。
（二法人統合に向けた文書 H15．6. 19 原子力安全委員会）

第一義的な責任は設置者にある。

規制機関は公共の安全を図るため必要な法令等を定め、
設置者がこれを遵守するように監視(Oversight)しなけれ
ばならない。

「安全研究」の位置づけ

原子力規制委員会が、その業務を的確に実施していくためには、原子力安全を継続的に改善
していくための課題に対応した安全研究を実施し、科学的知見を蓄積していくことが不可欠で
ある。・・・（原子力規制委員会における安全研究の推進について H25．9．25 原子力規制委員会）

安全確保の責任（原子力の安全に関する条約第9条*）

*原文
第９条 許可を受けた者の責任

締約国は、原子力施設の安全のための主要な責任は関係する許可を受けた者が負うことを確保す
るものとし、また、許可を受けた者がその責任を果たすことを確保するため適当な措置をとる。
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2. 主要な特性と課題(Key Features and Challenges)

 不当な外部からの影響の排除 制度的（政治的）独立性 技術的独立性

 科学と実証された技術及び経験に基づく判断とその根拠の明確な説明

3.3 人材管理及び研究支援を含む規制能力管理(competence management)

 「規制の独立性」を達成するためには、

規制機関が事業者等から独立した能力及び専門性にアクセスできることが必要。

これは、規制機関自身だけではなく、以下をカバーする長期的能力管理プログラムに
よってのみ確保できる。

① TSO* ：規制機関を支援するため特別に割当てられた組織であり、技術的な安全
解析やレビュー等を実施

② 安全研究の実施組織：関係する分野で科学的・技術的研究を実施する組織

 規制機関は、予算を確保する適切な仕組み等により、これら全ての組織の能力の維持・
開発を進める又は調整する責任と権限を有する必要がある。

「安全研究」実施体制に求められるもの

*: Technical Support (or Safety) Organization

 Independence in Regulatory Decision Making, INSAG*-17 (2003) より

 TSOは、強固な知識ベースと技術インフラを有し、規制機関、産業界及びその他のステ
ークホルダーから独立に、科学技術的な助言を提供できなければならない。

 IAEA 技術的・科学的支援機関（TSO）国際会議(2007年4月)の結論より

安全研究が満たすべき要件

 TSO：独立性、中立性、透明性
 安全研究の実施組織：利益相反のない試験研究の実施、それを行う能力の維持・向上(実効性)

*IAEAの原子力安全に関する上級諮問
グループ



5「安全研究」実施体制の日米仏比較

規制当局とTSOの関係に着目した比較
 米国では横（NRC内の並列の局）の関係。

仏では独立性を重視（協定に基づき技術支援。予算は他の省から）。
日本は米国と同様の関係。ただし、原子力の総合研究機関がJAEAに限られ安全研究等を共同所管。

施設基盤に着目した比較
 何れの国でも、TSOは施設を有さず。

 施設基盤を有する組織は、規制当局とは別の政府機関により管轄。

 仏：研究側と施設側で組織が異なるが、両組織に同じ5省から予算が出ている。

日本 米国 仏国

研究機関
産業界
その他

研究機関
産業界
その他

文部科学省

経済産業省

安全研究
センター

JNES

委託 運営費
交付金

原子力安全・
保安院

大学等

研究開発部門等

拠点（施設運転・管理）

連携

文部科学省原子力規制委員会

安全研究・
防災支援
部門

基盤グループ

委託 運営費
交付金

大学等 研究開発センター等

拠点（施設運転・管理）

連携

米国規制委員会
(U.S.NRC)

米国エネルギー省
(U.S.DOE)

原子炉規制局

規制研究局 (RES)

・・・

大統領

大学等

委託

国立研究所
Argonne, Idaho, Los Alamos, 
Oak Ridge, Pacific Northwest, 
Sandia等

一般企業、
コンサルタント、

国外の研究
機関等

並列の局

米国規制委員会
(U.S.NRC)

米国エネルギー省
(U.S.DOE)

原子炉規制局

規制研究局 (RES)

・・・

大統領

大学等

委託

国立研究所
Argonne, Idaho, Los Alamos, 
Oak Ridge, Pacific Northwest, 
Sandia等

一般企業、
コンサルタント、

国外の研究
機関等

米国規制委員会
(U.S.NRC)

米国エネルギー省
(U.S.DOE)

原子炉規制局

規制研究局 (RES)

・・・

大統領

大学等

委託

国立研究所
Argonne, Idaho, Los Alamos, 
Oak Ridge, Pacific Northwest, 
Sandia等

一般企業、
コンサルタント、

国外の研究
機関等

並列の局

原子力安全規制当局
(ASN)

大統領府

環境省 産業省 厚生省

研究省 国防省協定に基づき
技術支援

予算 予算

原子力庁
(CEA)

放射線安全・
防護研究所

(IRSN)

10つの研究所
Cadarache, Grenoble, Saclay, Valduc等

CEAの
施設を利用

原子力安全規制当局
(ASN)

大統領府

環境省 産業省 厚生省

研究省 国防省協定に基づき
技術支援

予算 予算

原子力庁
(CEA)

放射線安全・
防護研究所

(IRSN)

10つの研究所
Cadarache, Grenoble, Saclay, Valduc等

CEAの
施設を利用

①技術的支援組織

②安全研究実施組織

平成26年
3月統合 TSO

TSO

TSO

安全研究・防災支援部門は①②の機能を有する組織として、
独立性、中立性、透明性、実効性の確保が求められる。

規制対象施設

規制対象施設

規制対象施設

共同
所管

JAEA



6
独立性、中立性、透明性、実効性の確保
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JNES受託

文科省受託

規制庁受託

経産省受託

運営費交付金

（一般及び特会）

（単位：千円）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

安全研究予算の内訳

(1)規制庁からの受託に

よる規制課題に直結した
安全研究

(2)文科省交付金による
基盤的、先駆的安全研究

規制活動に直接活用される(1)について、以下の視点を踏まえルールを明確にする必要がある。
(資料：規審2-4) また、この中には(2)等その他の活動が(1)に支障を及ぼさないために、自らの
人員、予算の独立性などの観点から広く適用すべきルールも含める。

 組織の再編による独立性の強化

 外部有識者による中立性、透明性の確認

 実効性の確保：幅広い「安全研究」への対応(人材確保)
 ：幅広い「安全研究」への対応(施設)
 ：現実の原子力施設の課題への対応

対象となる安全研究

利益相反の排除が重要

利益相反が直接には問題に
ならない
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組織の再編による独立性の強化

【組織再編による独立部門の設置】

【安全研究・防災支援部門】

 原子力規制委員会の共管業務を集約

 原子力安全規制等の技術的支援を行う

 機構が有する様々な原子力研究施設を
活用した安全研究

 原子力防災支援

規制対象施設の運転管理部門から分離

理事会議

運営管理組織共通支援組織

バックエンド
研究開発

部門

福島研究
開発部門

核融合研究
開発部門

原子力科学
研究部門

戦略企画室

安全・核セキュリティ統括部

監 事

高速炉研究
開発部門

法務監査部

もんじゅ

もんじゅ安全・改革本部

理事長

安全研究・防災支援部門
・安全研究センター
・原子力緊急時支援・研修センター
・核不拡散・核セキュリティ規制支援室
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【規制支援審議会】

 安全研究・防災支援部門が実施する規制支援活動が
十分な中立性と透明性を保つための方策の妥当性や
その実施状況について審議

 原子力規制庁からの推薦者を含む安全研究、核不拡散・
核セキュリティ、原子力防災又はコンプライアンスの分野
に精通する外部専門家で構成

【組織再編による独立部門の設置】

規制支援審議会
委員長：田尾健二郎氏
（前国家公安委員、

元広島高等裁判所長官）
他 委員5名

【安全研究・防災支援部門】

 原子力規制委員会の共管業務を集約

 原子力安全規制等の技術的支援を行う

 機構が有する様々な原子力研究施設を
活用した安全研究

 原子力防災支援

委員委嘱、諮問

理事会議

運営管理組織共通支援組織

バックエンド
研究開発

部門

福島研究
開発部門

核融合研究
開発部門

原子力科学
研究部門

戦略企画室

安全・核セキュリティ統括部

監 事

高速炉研究
開発部門

法務監査部

もんじゅ

もんじゅ安全・改革本部

理事長
答申

確認

安全研究・防災支援部門
・安全研究センター
・原子力緊急時支援・研修センター
・核不拡散・核セキュリティ規制支援室

外部有識者による中立性・透明性の確認



9実効性の確保：幅広い「安全研究」への対応(人材)
公衆

 リスク評価・防災研究
原⼦⼒施設のリスクを評価する⼿法の開発
防災における効果的な防護対策の提案

軽⽔炉施設 燃料加⼯施設

再処理施設

廃棄物埋設施設核燃料
サイクル

 燃料安全研究
事故時の燃料破損条件やその影響などについて技術知⾒の
取得と正しい現象理解
→ より適切な安全評価⼿法を開発

 熱⽔⼒安全研究
事故の実規模での模擬実験による現象解明と解析コードの
検証
→ 熱⽔⼒安全評価⼿法の現象予測精度の向上

 材料・構造安全研究
安全上重要な機器構造物に対して、外的事象や照射環境で
の材料劣化等を考慮した⾼精度な健全性評価⽅法の構築

 放射性廃棄物・環境安全研究
クリアランスレベルなどの安全基準整備に必要な技術情報の
発信、地層処分等の安全審査に向けた評価⼿法の整備

 燃料サイクル・臨界安全研究
再処理施設等における放射性物質の放出移⾏率などの評価⼿
法、臨界安全評価⼿法の整備

課題①：安全研究には多様な原子力施設から公衆・環境まで、非常に幅広い分野の専門家が必
要である。これらを独立して部門内に確保出来ない場合の対応策が必要。
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材料試験炉
(JMTR)

JMTRホットラボ
(JMTR-HL)

大型非定常
試験装置
(LSTF)

核熱結合
試験装置

(THYNC)

・燃料安全
・熱水力安全
・構造機器の健全性評価
・中性子照射下の燃料・材料の劣化機構

軽水炉施設 核燃料サイクル施設

・リスク評価
・燃料サイクル施設
安全評価

廃棄物処分施設

・放射性廃棄物
安全評価

原子炉安全性研究炉
(NSRR)

燃料試験施設
(RFEF)

燃料サイクル
安全工学研究施設

(NUCEF)

原子力機構が有する実験施設

実効性の確保：幅広い「安全研究」への対応(施設)

課題②：安全研究には多様な研究施設の利用が不可欠である。その一部は規制委員会の規制
対象施設であるため、活用のためのルールが必要。

規制対象施設
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原子炉格納容器

加圧器

蒸気

水

水

制御棒

タービン

復水器
放水路へ

冷却水

給水ポンプ

循環水
ポンプ

発電機

変圧器
蒸気発生器

冷却材
ポンプ

原子炉圧力容器

水

燃料

（海水）

高性能燃料の導入
・耐久性
・事故耐性
などの確認

原子炉機器の劣化
・照射による劣化
・高温水による腐食
などの影響の確認

加圧水型原子炉
PWR (Pressurized Water Reactor)

・実際に発電用原子炉で使用
された燃料や材料の研究
・研究炉での照射試験

・核燃料取扱施設などでの詳
細な検査・分析

課題③：原子力施設の現実に即した研究を実施するためには、実際の発電用原子炉等で使われた
燃料や機器(材料)を用いた試験研究が有効である。これらの結果を適切に評価、適用するために
は製造や運転状況等に関するデータが不可欠であり、事業者やメーカーとの協力が必要となる。

実効性の確保：現実の原子力施設の課題への対応



12具体例(燃料安全研究)

高性能燃料*の導入に向けた研究

・長期利用による経済性の向上
・高出力運転など、自由度の増加
・使用済み燃料の低減

・通常時のトラブル減少
・事故時耐性の変化(特に長期利用後)

規制は性能を反映した規制基準を整備

*長期間利用しても性能劣化が小さく、高負荷利用が可能。

安全上の効果

運転上の効果

実際に原子力発電所で長期間使用された燃料の事故模擬実験を産業界との共同研究として実施。

NSRRで照射 実験カプセル

高性能燃料の反応度事故時の
挙動を実験可能な実験施設
NSRRを用いて出力暴走が生じ

た場合の燃料の破損限界を調
べ、規制基準に反映。

燃料
(製造や使用

時のデータと
共に事業者
から入手)

燃料試験施設で
詳しい検査・分析

JAEAの
規制対象施設
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課題①：安全研究には多様な原子力施設から公衆・環境まで、非常に幅広い分野の専
門家が必要であり、これら専門家を独立して確保出来ない場合の対応策
→機構内の他部門の専門家が研究に参加する場合のルール(資料：規審2-4)

課題②：研究炉や核燃料使用施設など原子力規制委員会の規制を受ける施設の利用
→機構内での組織的独立(機構改革の一環として組織再編：⑥)
→施設利用のルール(資料：規審2-4)

課題③：実際に発電用原子炉等で使用された機器や関連データの入手など、電気事
業者やメーカとの協力
→共同研究のルール(資料：規審2-4)

課題のまとめ

広範な安全研究を実効的に実施するためには、人材や研究施設の確保が重要
である。また、実際の原子力施設で発生した/しうる現象の安全への影響につい

て、現実に即した研究を実施するためには事業者やメーカーとの協力等が必要
になる。このため、以下の課題に対応するためのルールを(資料：規審2-4)にまと
めた。また、このルールを含めて研究の成果やプロセスを公開し、規制支援審議
会での確認を受けることで中立性、透明性を確保する。
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参考：米国における共同研究:
「米国NRCとEPRIとの研究協力」

1997年、 米国NRCと電力研究所(EPRI)は「原子力安全共同研究
に関する覚書(MOU)」を締結。2007年に改訂。
 目的は異なっても、データや研究成果の価値は共通。研究資源を節約し

不要な重複を避けるため、両者に利益がある時には、特定の分野で共同
研究を行い、成果の共有やコストの分担を図ることに同意。

 対象とする研究選定の考え方：
・ 共通の関心があること ・ 研究成果が活用できること
・ 施設の安全に貢献できること ・ リスク低減にインパクトがあること、等

共同研究ガイドライン（一例）
 データの取得を目的とする。独立性を確保し、 “conflicts-of-interest”（利益

相反）を回避するため、取得したデータや、取得したデータの規則や規制ガ
イドへの適用について、共同で結論を出してはならない。

 利用可能なデータであることを保証するための検証･確認(validation and 
verification)を共同で行うことは許容される。

Memorandum of Understanding between U.S.NRC and EPRI, Inc. on Cooperative Nuclear Safety Research: 
http://adamswebsearch2.nrc.gov/idmws/doccontent.dll?library=PU_ADAMS^PBNTAD01&ID=082000245

同様な考え方に基づき、21年度より、JAEA, JNES及びJNFLで
リスク情報の活用に向けた共同研究を開始

第8回安全研究審議会資料
（2010.12.24）から抜粋


